
＜趣旨説明＞ 

 
１ 化学物質と人間 

  化学物質は、人間に利便性をもたらしましたが、その一方で、有機水銀汚染による水俣病を

はじめ、さまざまな公害病を引き起こしました。言うまでもなく、私たち人間は、空気・水・

土壌（食物）ぬきには生存できない存在です。その意味で、環境中の有害化学物質による危険

性（環境リスク）を低減し、人の健康や生態系を守ること（環境安全）は、人間の生存基盤の

維持に不可欠な基本政策のひとつです。 

 

２ 環境基準等だけでは人の健康・生態系は守れない!! 

  水俣病事件後、環境リスクを低減し、人の健康・生態系を保全するために、環境基本法によ

り水・大気についての環境基準が定められ、これに基づき各法の下で大気基準・水基準、水道

水質基準、食品安全基準等が設定されています。 

  しかし、こうした基準だけで、人の健康や生態系が保全できる訳ではありません。なぜなら、

環境基準値は、個別の化学物質ごとに、水・大気といった媒体別に、あくまでも平均値で定め

られているにすぎないからです。私たち人間が取り込む化学物質は、特に水からとか大気から

といった区別がある訳ではありません。取り込み量全体が健康に影響を及ぼすおそれがある

のです。また、特に汚染がひどい地域に住む人々にとっては、リスク低減のために全国平均値

レベルよりも厳しい措置が必要な場合もあります。さらに、子どもや特に化学物質への感受性

が高い人々にとっては、平均値以下のレベルでも健康に影響が出ることもあります。 

 

３ バイオモニタリングと環境・疫学調査の必要性 

  こうした観点から、最近環境安全分野で世界的に注目されているのが、「ヒトのバイオモニ

タリング（HBM）と子どもの環境疫学調査（いわゆるエコチル調査）です。HBMは、血液、尿な

ど生体試料中の化学物質の量を計測し、環境中の化学物質がどの位人間の体内に取り込まれ

ているかを調査するものです。これにより、私たちは有害化学物質にどの位ばく露されている

かを知ることができます。そして、安全目標値（環境安全基準）や世界の国々の値と比較する

ことによって、ばく露量が高い場合には、取り込み量を減らすための措置（法規制や生活習慣

の変更）を取ることができます。アメリカ、ドイツ、カナダ、韓国などではこのようなバイオ

モニタリングを法制化しています。しかし、日本では、このようなバイオモニタリング制度は

法制化されていません。 

  エコチル調査については、デンマーク、ノルウェー、韓国などの国々で実施されており、日

本でも 10 万人規模で 2011 年～2027 年まで実施中ですが、法制度上の根拠は定められていま

せん。各国の同種の調査の中でも抜群の参加率を保持しており、世界的にも注目を集めていま

すので、期間経過後も継続が強く望まれます。そもそも、日本においては、このような環境安

全に関する基本理念、基本施策を定める「基本法」も制定されておりません。 

 

４ 「環境安全基本法」（仮称）の制定を!! 

  よって、私たちは、別紙の基本理念・基本施策を定める「環境安全基本法（仮称）」を制定

することを要請します。 


